
   

広
島
県
市
町
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
九
号 

広
島
県
市
町
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
市
町
振
興
基
金
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
設
置
） 

第
一
条 

市
町
の
振
興
を
図
る
事
業
の
実
施
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
広
島
県
市
町
振
興
基

金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

     

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定

め
る
。 

        

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預

金
そ
の
他
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
確
実
か

つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

          

（
設
置
） 

第
一
条 

行
政
水
準
の
向
上
を
目
的
と
し
て
市
町
及
び

一
部
事
務
組
合
（
以
下
「
市
町
等
」
と
い
う
。
）
が

実
施
す
る
公
共
施
設
の
整
備
事
業
等
に
対
し
必
要
な

資
金
（
以
下
「
資
金
」
と
い
う
。
）
を
貸
し
付
け
る

た
め
、
広
島
県
市
町
振
興
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

  

（
基
金
の
額
） 

第
二
条 

基
金
の
額
は
、
二
十
五
億
円
と
す
る
。 

２ 

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
基
金
に
追
加
し
て
積
立
て
を
し
、
又
は
そ
の
一

部
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
積
立
て
又
は
処
分
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
基
金
の
額
は
、
当
該
積
立
て
額
相
当
額

増
加
し
、
又
は
当
該
処
分
額
相
当
額
減
少
す
る
も
の

と
す
る
。 
  

（
貸
付
対
象
事
業
） 

第
三
条 

資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
市
町
等
の
事

業
の
範
囲
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

     

（
貸
付
対
象
市
町
等
の
要
件
） 

第
四
条 

資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
す
る
市
町
等
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
併
せ
備
え
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

貸
し
付
け
た
資
金
の
償
還
に
つ
い
て
十
分
な
能

力
を
有
す
る
こ
と
。 

 

二 

財
務
の
経
理
が
適
正
で
あ
り
、
か
つ
、
財
政
運

営
の
健
全
性
を
維
持
す
る
た
め
に
十
分
努
力
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 



                                          

第
四
条 

（
略
） 

  

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
第
一
条
の
事
業
の
実
施
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
全
部
又

は
一
部
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
条
・
第
七
条 

（
略
） 

  

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

 

三 

そ
の
他
別
に
規
則
で
定
め
る
要
件 

  

（
貸
付
け
決
定
に
当
た
つ
て
の
配
慮
） 

第
五
条 

知
事
は
、
資
金
の
貸
付
け
の
対
象
と
す
る
市 

町
等
の
事
業
の
決
定
に
当
た
つ
て
は
、
事
業
の
緊
急 

性
、
市
町
等
の
財
政
事
情
、
地
域
間
の
行
政
水
準
の 

均
衡
化
等
に
つ
い
て
、
特
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
貸
付
条
件
） 

第
六
条 

資
金
の
貸
付
条
件
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

貸
付
利
率 

財
政
融
資
資
金
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
債

と
し
て
運
用
さ
れ
る
財
政
融
資
資
金
の
利
率
以
内

で
知
事
が
定
め
る
利
率 

 

二 

償
還
期
限 

貸
付
年
度
及
び
そ
の
翌
年
度
の
二

月
一
日
ま
で
を
据
置
期
間
と
し
、
据
置
期
間
経
過

後
十
年
以
内 

 
三 

償
還
方
法 

元
利
均
等
年
賦
償
還 

 
四 

償
還
期
日 

毎
年
二
月
一
日 

 

五 
延
滞
利
息 

償
還
期
日
の
翌
日
か
ら
償
還
の
日

ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
延
滞
元
利
金
に
つ

き
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額 

２ 

知
事
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の

貸
付
条
件
の
特
例
を
定
め
、
又
は
他
の
条
件
を
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
実
地
検
査
等
） 

第
七
条 

知
事
は
、
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
事
務
の
適

正
を
期
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
等
に
対
し
て
報
告
を

求
め
、
又
は
実
地
に
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
繰
上
償
還
） 

第
八
条 

知
事
は
、
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
等 

が
資
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
に
使
用
し
た
と
き
、 

又
は
貸
付
条
件
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
資
金
の 

全
部
又
は
一
部
を
繰
上
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
等
は
、
必
要
に
応

じ
、
資
金
の
全
部
又
は
一
部
を
繰
上
償
還
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

第
九
条 

（
略
） 

      

第
十
条
・
第
十
一
条 

（
略
） 

 

（
委
任
規
定
） 

第
十
二
条 

前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条 

例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 



附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     




